
コース 第 1回
ワード

第2回
エクセル

第3回
インターネット

第4回
リクエストデー

初級 6/6（火）
午前9時～正午

6/13（火）
午前9時～正午

6/20（火）
午前9時～正午

6/27（火）
午前9時～正午

■申込方法　下記の必要事項を記入し、男女共同参画セン
ターへ往復はがきで申し込んでください。電話、ファクシ
ミリでの申し込みはお受けできません。
■記入事項　

△

郵便番号・住所　

△

氏名　

△

年齢　

△

電話
番号　※返信用はがきの表面に応募者の住所、氏名を記入
してください。
■申込・問い合わせ先　男女共同参画センター
（〒680-0022鳥取市西町二丁目311）・福祉文化会館内
（0857）24-2704

輝
き

なんせ鳥取パソコン講座
■対象者　市内在住または通勤、通学してい
る満 20歳以上の女性（５月１日現在）　
■定　員　20人（定員を超えた場合は抽選で
決定し、6月上旬にはがきで通知します）
■参加費　無料 
■申込期限　5月26日（金）（当日消印有効）
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男
女
共
同
参
画
を
推
進
す
る
イ
ベ

ン
ト
な
ど
を
企
画
・
運
営
し
て
い
た

だ
く
グ
ル
ー
プ
を
募
集
し
ま
す
。

対
象　

５
人
以
上
で
市
内
を
中
心
に

活
動
し
、
企
画
立
案
か
ら
実
施
ま
で

を
行
う
グ
ル
ー
プ
な
ど

募
集
団
体
数　

２
団
体

※
応
募
多
数
の
場
合
は
、
選
考
の
う

え
決
定
し
ま
す
。

実
施
期
間　

平
成
19
年
３
月
末
ま
で

委
託
料　

上
限
10
万
円

募
集
講
座
の
条
件　

広
く
市
民
を
対

象
と
し
た
男
女
共
同
参
画
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推
進
す
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イ
ベ
ン
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ど
で
、
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開
催
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も
の　

※
政
治
・
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関
す

る
す
る
も
の
や
営
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を
目
的
と
し
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も
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は
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き
ま
す
。

応
募
方
法　

男
女
共
同
参
画
セ
ン
タ

ー
に
備
え
付
け
の
申
請
用
紙
（
鳥
取

市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
も
掲
載
／
25
ペ

ー
ジ
参
照
）
に
記
入
の
上
、
持
参
・

化
会
館
内
）
調
理
室

講
師　

宮み
や
し
た
た
か
こ

下
高
子
さ
ん
（
料
理
研
究
家
）

料
理　

八
宝
菜
、
焼
き
餃
子
な
ど

対
象　

市
内
に
在
住
ま
た
は
通
勤
、

通
学
し
て
い
る
男
性

参
加
費　

１
０
０
０
円

定
員　

24
人
（
先
着
順
）

託
児　

無
料
（
要
予
約
）

※
１
歳
か
ら
小
学
校
就
学
前
ま
で
の

幼
児
を
お
預
か
り
し
ま
す
。

申
し
込
み
受
付　

５
月
２
日
（
火
）

午
前
８
時
30
分
〜

問
い
合
わ
せ
先　
男
女
共
同
参
画
セ
ン

タ
ー
（
福
祉
文
化
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館
内
・
西
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目
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０
８
５
７
）
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郵
送
・
フ
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シ
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ル
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募
期
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６
月
30
日
（
金
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画
セ
ン
タ
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（
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祉
文
化
会
館
内
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西
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二
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目
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（
０
８
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０
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（
０
８
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３
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電
子
メ
ー
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city.tottori.
tottori.jp

と
き　

６
月
11
日
（
日
）
午
前
10
時

〜
午
後
１
時

と
こ
ろ　

輝き

な
ん
せ
鳥
取
（
福
祉
文

問い合わせ先　
△

市役所駅南庁舎市民税課 （0857）
20－3417

△
各総合支所市民生活課（16ページ上記参照）

老年者の税制改正
　年齢 65歳以上で前年の合計所
得金額が125万円以下の人は、市・
県民税が非課税でしたが、平成17
年度の税制改正により、平成 18
年度から課税されるようになりま
した。ただし、平成17年 1月 1日に65歳に達してい
る人で、前年の合計所得金額が125万円以下の人の税
額は経過措置として下表のとおりとなります。

年　度 平成18年度 平成19年度 平成20年度

均等割
市 1000円 2000円 3000円
県 600円 900円 1000円

所得割 1／3課税 2／3課税 全額課税
※一定の所得以下の場合はこれまでどおり非課税となります。
※均等割の県民税には森林環境保全税300円を含みます。
　また、老年者控除についても、平成18年度の市・県
民税から廃止となり、あわせて65歳以上の人の公的年
金等控除額も引き下げられました。なお、これまで老年
者控除との重複控除が認められていなかった寡婦 (夫)
控除は申告により受けられるようになりました。

募　集

匠た
く
みに
学
ぶ
男
の
料
理
教
室

め
ざ
せ！
中
華
の
達
人
編

男
女
共
同
参
画
市
民
自
主
企
画

イ
ベ
ン
ト
実
施
グ
ル
ー
プ

「市長への手紙」
みなさんの声を
市政に反映させる
　市民との協働による市政運営をめざし、市民のみ
なさんに、市政に対する提案などを直接市長に届け
る制度を次の方法で実施しています。▲

郵便　切手不要の専用封筒を、市役所各庁舎、総
合支所、公民館、小・中学校、保育園、郵便局、市の
公共施設などに配置しています。

▲

ファクシミリ　 （0857）20-3053へ送信。

▲

電子メール　  市のホームページ〈http://www.
city.tottori.tottori.jp/〉から投稿。
問い合わせ先　市役所本庁舎市民参画課
　　　　　　　 （0857）20-3158

【市・県民税】


